
 

 

議 案 名 
富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律 

第４０号）に基づく標準準拠システムへの移行及び行政手続におけ 

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、富士見市個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものです。 

制 定 内 容 

第１条  

(1)特定個人情報の提供（第５条） 

   標準準拠システムへの移行に伴い、異なる機関（市長と教育委

員会）のシステム間において、特定個人情報の提供を行うこと

がなくなるため削除するもの。 

 

(2)別表第１及び別表第２（第４条関係） 

法改正及び標準準拠システムにおけるデータ連携等を踏まえ、

必要な改正をするもの。 

 

(3)別表第３（第５条関係） 

(1)に伴い、削除するもの。 

 

(4)その他、文言整理 

 

 

第２条  

(1)別表第２（第４条関係） 

法改正に伴い、別表第２の５の項に「乳児等のための支援給付」

を追加するもの。 

 

施 行 日 
第１条の改正：令和８年１月５日 

第２条の改正：令和８年４月１日 

３ 



富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第４１号）新旧対照表 

第１条関係  

新 旧 

（特定個人情報の提供） 

第５条 削除 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供するこ

とができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる情報照会機関が、同表の

第３欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理

するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた

場合において、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報

を提供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条

例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情

報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があ

ったものとみなす。 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

                                                         

                               

３ 市長 （略） 

４ 市長 （略） 

５ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支

援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事

機関 事務 

３ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関す

る事務であって規則で定めるもの 

４ 市長 （略） 

５ 市長 （略） 

  

 

 



務であって規則で定めるもの 

６ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機

能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録されて

いない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号

を付番し、管理するもの（以下「住登外者宛名番号管

理機能」という。）による住登外者の情報の管理に関

する事務であって規則で定めるもの 

７ 教育委員会 （略） 

８ 教育委員会 （略） 

９ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの 
 

 

  

６ 教育委員会 （略） 

７ 教育委員会 （略） 

  

 

 

別表第２（第４条関係） 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 予防接種法（昭和２３年

法律第６８号）による予

防接種の実施、給付の支

給又は実費の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

健康保険法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法（昭和１

４年法律第７３号）、私立学校

教職員共済法（昭和２８年法律

第２４５号）、国家公務員共済

組合法（昭和３３年法律第１２

８号）、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）若しく

機関 事務 特定個人情報 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）若し

くは高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０

号） による医療に関する給付の

支給又は保険料の徴収に関する

情報(以下「医療保険給付関係情

報」という。)であって規則で定

めるもの 

地方税法(昭和２５年法律第２

２６号)その他の地方税に関す

る法律及びこれらの法律に基づ

く条例の規定により算定した税

額又はその算定の基礎となる事

項に関する情報(以下「地方税関

係情報」という。)であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生活保護法(昭和２５年法律第

１４４号)による保護の実施又

は 就労自立給付金若しくは進

学・就職準備給付金の支給に関

する情報(以下「生活保護関係情

報」という。)であって規則で定

めるもの 

「生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置について」(昭

和２９年５月８日付け社発第３

８２号厚生省社会局長通知)に

基づく外国人(日本の国籍を有

しない者をいう。)であって生活

に困窮する者に係る生活保護法

による保護の決定及び実施又は

就労自立給付金若しくは進学・

就職準備給付金の支給の取扱い

に準じた事務に関する情報(以

下「外国人生活保護関係情報」

という。)であって規則で定める

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護保険法(平成９年法律第１

２３号)による保険給付の支給、

地域支援事業の実施又は保険料

の徴収に関する情報(以下「介護

保険給付等関係情報」という。)

であって規則で定めるもの 

住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関す

る情報（以下「住登外者宛名情

報」という。）であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１ 市長 児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）による

障害児通所給付費、特例

障害児通所給付費、高額

障害児通所給付費、肢体

不自由児通所医療費、障

害児相談支援給付費若

しくは特例障害児相談

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）による子ど

ものための教育・保育給付の支

給又は地域子ども・子育て支援



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

支援給付費の支給、障害

福祉サービスの提供、保

育所における保育の実

施若しくは措置又は費

用の徴収に関する事務

であって規則で定める

もの 

 

事業の実施に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

２ 市長 身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）

による障害福祉サービ

ス、障害者支援施設等へ

の入所等の措置又は費

用の徴収に関する事務

であって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

３ 市長 生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）による

保護の決定及び実施、就

労自立給付金の支給、保

護に要する費用の返還

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

４ 市長 地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）その他の

地方税に関する法律及

びこれらの法律に基づ

く条例による地方税の

賦課徴収に関する事務

であって規則で定める

もの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

５ 市長 公営住宅法（昭和２６年

法律第１９３号）による

公営住宅（同法第２条第

２号に規定する公営住

宅をいう。）の管理に関

する事務であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

６ 市長 国民健康保険法（昭和３

３年法律第１９２号）に

よる保険給付の支給に

関する事務であって規

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

富士見市こども医療費支給に関



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

則で定めるもの する条例によるこども医療費の

支給に関する情報であって規則

で定めるもの 

富士見市ひとり親家庭等の医療

費の支給に関する条例によるひ

とり親家庭等医療費の支給に関

する情報であって規則で定める

もの 

富士見市重度心身障害者医療費

支給に関する条例による重度心

身障害者に対する医療費助成金

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

７ 市長 知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）に

よる障害福祉サービス、

障害者支援施設等への

入所等の措置又は費用

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２   市長 

 

 

 

 

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

相談、支援、保健指導、

新生児の訪問指導、健康

診査、妊娠の届出、母子

健康手帳の交付、妊産婦

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

８ 市長 老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）による

福祉の措置又は費用の

徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

９ 市長 母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）による配

偶者のない者で現に児

童を扶養しているもの

又は寡婦についての便

宜の供与に関する事務

であって規則で定める

もの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１０ 市長 

 

 

 

 

 

母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）による

相談、   保健指導、

新生児の訪問指導、健康

診査、妊娠の届出、母子

健康手帳の交付、妊産婦

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 



の訪問指導、産後ケア事

業の実施、低体重児の届

出、未熟児の訪問指導、

養育医療の給付若しく

は養育医療に要する費

用の支給 、費用の徴収

又はこども家庭センタ

ーの事業の実施に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の訪問指導、産後ケア事

業の実施、低体重児の届

出、未熟児の訪問指導、

養育医療の給付若しく

は養育医療に要する費

用の支給又は費用の徴

収若しくはこども家庭

センターの事業に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

１１ 市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年

法律第８０号）による後

期高齢者医療給付の支

給又は保険料の徴収に

関する事務であって規

則で定めるもの 

 

 

 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３   市長 健康増進法（平成１４年

法律第１０３号）による

健康増進事業の実施に

関する事務であって規

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

  生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１２ 市長 

 

 

 

 

 

中国残留邦人等支援給

付等の支給に関する事

務であって規則で定め

るもの 

 

 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 

１３ 市長 介護保険法（平成９年法

律第１２３号）による保

険給付の支給、地域支援

事業の実施又は保険料

の徴収に関する事務で

あって規則で定めるも

の 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１４ 市長 健康増進法（平成１４年

法律第１０３号）による

健康増進事業の実施に

関する事務であって規

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 



則で定めるもの 生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

 

 

 

 

 

  

 

４ 市長 

 

新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２

４年法律第３１号）によ

る予防接種の実施に関

する事務であって規則

で定めるもの 

 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

則で定めるもの 生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

 

 

１５ 市長 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）

による自立支援給付の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

て規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

５  市長 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）による妊婦のため

の支援給付、子どものた

めの教育・保育給付若し

くは子育てのための施

設等利用給付の支給又

は地域子ども・子育て支

援事業の実施に関する

事務であって規則で定

めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

   

 

 

 

 

 

 

１６ 市長 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）による妊婦のため

の支援給付、子どものた

めの教育・保育給付若し

くは子育てのための施

設等利用給付の支給又

は地域子ども・子育て支

援事業の実施に関する

事務であって規則で定

めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１７ 市長 富士見市こども医療費

支給に関する条例によ

るこども医療費の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生活に困窮する外国人  

情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１８ 市長 富士見市ひとり親家庭

等の医療費の支給に関

する条例によるひとり

親家庭等医療費の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

１９ 市長 生活に困窮する外国人 医療保険給付関係情報であって



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対する生活保護の措

置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対する生活保護の措

置に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

介護保険給付等関係情報であっ

て規則で定めるもの 

年金給付関係情報であって規則

で定めるもの 

労働者災害補償関係情報であっ

て規則で定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

戦傷病者戦没者遺族等援護関係



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報であって規則で定めるもの 

失業等給付関係情報であって規

則で定めるもの 

石綿健康被害救済給付等関係情

報であって規則で定めるもの 

職業訓練受講給付金関係情報で

あって規則で定めるもの 

児童手当関係情報であって規則

で定めるもの 

地方公務員災害補償関係情報で

あって規則で定めるもの 

災害救助法（昭和２２年法律第

１１８号）による救助又は扶助

金の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

児童福祉法による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付又は障

害児入所給付費の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

社会福祉法（昭和２６年法律第

４５号）による生計困難者に対

して無利子又は低利で資金を融



 

 

 

 

通する事業の実施に関する情報

であって規則で定めるもの 

特別支援学校への就学奨励に関

する法律（昭和２９年法律第１

４４号）による特別支援学校へ

の就学のため必要な経費の支弁

に関する情報であって規則で定

めるもの 

学校保健安全法（昭和３３年法

律第５６号）による医療に要す

る費用についての援助に関する

情報であって規則で定めるもの 

母子及び父子並びに寡婦福祉法

による資金の貸付け又は給付金

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第１

３４号）による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は昭

和６０年法律第３４号附則第９

７条第１項の福祉手当の支給に



 

 

 

 

 

 

 

 

関する情報であって規則で定め

るもの 

母子保健法による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用の

支給に関する情報であって規則

で定めるもの 

労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律（昭和

４１年法律第１３２号）による

職業転換給付金の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による永住帰国

旅費、自立支度金、一時金又は

一時帰国旅費の支給に関する情

報であって規則で定めるもの 

原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律（平成６年法律第１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７号）による一般疾病医療費

又は手当等の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

厚生年金保険制度及び農林漁業

団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共

済組合法等を廃止する等の法律

（平成１３年法律第１０１号）

による年金である給付に関する

情報であって規則で定めるもの 

特定障害者に対する特別障害給

付金の支給に関する法律（平成

１６年法律第１６６号）による

特別障害給付金の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

難病の患者に対する医療等に関

する法律（平成２６年法律第５

０号）による特定医療費の支給

に関する情報であって規則で定

めるもの 

２０ 市長 

 

富士見市重度心身障害

者医療費支給に関する

医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例による重度心身障

害者に対する医療費助

成金の支給に関する事

務であって規則で定め

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係

情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）による障害基礎年金

の支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する

生活保護の措置に関する情報で

あって規則で定めるもの 

２１ 市長 富士見市在宅重度心身

障害者手当支給条例に

よる在宅重度心身障害

者手当の支給に関する

事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

児童福祉法による療育の給付に

関する情報であって規則で定め

るもの 



 

 

 

 

 

 

 
 

特別児童扶養手当等の支給に関

する法律による障害児福祉手当

若しくは特別障害者手当又は昭

和６０年法律第３４号附則第９

７条第１項の福祉手当の支給に

関する情報であって規則で定め

るもの 
 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員

会 

学校保健安全

法による医療

に要する費用

についての援

助に関する事

務であって規

則で定めるも

の 

市長 地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則

で定めるもの 

障害者関係情報であって

規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置に

関する情報であって規則

で定めるもの 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育委員

会 

就学が困難と

認められる児

童生徒の保護

者に対する就

学援助に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市長 地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則

で定めるもの 

障害者関係情報であって

規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に

対する生活保護の措置に

関する情報であって規則

で定めるもの 

３ 教育委員

会 

障害のある児

童生徒の保護

者に対する就

学奨励に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

市長 地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

 

 

 



第２条関係  

新 旧 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

５ 市長 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）による妊婦のため

の支援給付、子どものた

めの教育・保育給付、子

育てのための施設等利

用給付若しくは乳児等

のための支援給付の支

給又は地域子ども・子育

て支援事業の実施に関

する事務であって規則

で定めるもの 

（略） 

 

機関 事務 特定個人情報 

５ 市長 子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）による妊婦のため

の支援給付、子どものた

めの教育・保育給付若し

くは子育てのための施

設等利用給付    

        の支

給又は地域子ども・子育

て支援事業の実施に関

する事務であって規則

で定めるもの 

（略） 

 

 


